
サイバーセキュリティを確保するための方針について 

地⽅⾃治法の⼀部を改正する法律（令和６年法律第６５号）は、令和６年６⽉２６⽇に公布

され、地⽅公共団体等におけるサイバーセキュリティを確保するための⽅針等に係る規定

（地⽅⾃治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の６及び地⽅独⽴⾏政法⼈法（平成１

５年法律第１１８号）第２４条の２）については、令和８年４⽉１⽇に施⾏することとされ

ております。 

 本改正においては、「サイバーセキュリティを確保するための⽅針を定め、及びこれに基

づき必要な措置を講じなければならない」と規定されていることから、当病院では情報セキ

ュリティ規程を「サイバーセキュリティを確保するための⽅針」として位置づけ、更なるサ

イバーセキュリティの確保を図ってまいります。 
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